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「エキストラバージンオリーブオイルの表示に関する公正競争規約（案）」等に関す

る意見募集要領 

 

令和４年６月２２日 

消 費 者 庁 

公 正 取 引 委 員 会  

 

不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」といい

ます。）第31条第１項の規定に基づき、日本オリーブオイル公正取引協議会検討会（代

表 齊藤昭）から、令和４年６月１３日に「エキストラバージンオリーブオイルの表

示に関する公正競争規約（案）」※１の認定申請及び「エキストラバージンオリーブオイ

ルの表示に関する公正競争規約施行規則（案）」※２の承認申請がありました。 

そのため、消費者庁及び公正取引委員会は、「エキストラバージンオリーブオイルの

表示に関する公正競争規約（案）」及び「エキストラバージンオリーブオイルの表示に

関する公正競争規約施行規則（案）」について以下のとおり、広く国民の皆様から、御

意見を募集いたします。 

 

※１ 公正競争規約は、事業者又は事業者団体が、消費者庁長官及び公正取引委員

会の認定を受けて、表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業

界のルールです。 

   景品表示法第 31 条第２項各号に規定する、公正競争規約を認定するための４

つの要件は以下のとおりです。 

    ① 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及

び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。 

②  一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。 

③  不当に差別的でないこと。 

④ 当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退する

ことを不当に制限しないこと。 

※２ 公正競争規約施行規則は、事業者又は事業者団体が、公正競争規約に設定根

拠を置き、その内容が適切なものであるとして消費者庁長官及び公正取引委員

会の承認を受けて、公正競争規約の実施に関する事項について定めるものです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

 消費者庁表示対策課 

  電話 03－3507－9231（直通） 

  ホームページ https：//www.caa.go.jp/ 

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課 

電話 03－3581－3371（直通） 

  ホームページ https：//www.jftc.go.jp/ 
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１ 意見募集の対象 

・「エキストラバージンオリーブオイルの表示に関する公正競争規約（案）」 

・「エキストラバージンオリーブオイルの表示に関する公正競争規約施行規則（案）」

２ 資料の入手方法 

（1）電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）  

（2）窓口での配布 

消費者庁表示対策課 

（東京都千代田区霞が関３-１-１中央合同庁舎第４号館７階） 

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課 

（東京都千代田区霞が関１-１-１中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 13 階） 

３ 意見の募集期間 

令和４年６月２２日（水）から令和４年７月２２日（金）18：00 まで（必着） 

４ 意見の提出方法 

氏名（法人又は団体の場合は、法人・団体名、部署名及び担当者名）、住所及び連

絡先（電話番号、ＦＡＸ番号又は電子メールアドレス）を明記の上、以下のいずれか

の方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねます。 

（1）電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）意見提出フォームの場合 

意見募集要領を確認の上、「意見入力へ」をクリックし、意見等を入力して「内

容を確認」した後、「提出」をクリックして提出 

（2）電子メールの場合 メールアドレス：i.kiyaku-○-caa.go.jp 

（迷惑メール防止のため、アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子

メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。） 

（3）ＦＡＸの場合 ＦＡＸ：03－3507－9295 

消費者庁表示対策課 

オリーブオイル規約 意見募集担当 宛て 

（4）郵送の場合 〒100－8958 

東京都千代田区霞が関３-１-１中央合同庁舎第４号館７階 

消費者庁表示対策課 

オリーブオイル規約 意見募集担当 宛て 

５ 注意事項 

・ 電子メールにより提出する際には、件名を「公正競争規約等の案に対する意見」

としてください。 

・ 電子メールでの御意見は、テキスト形式のメールによる御意見だけを受理しま

す。添付ファイルやＵＲＬへのリンクにより提出された御意見は受理できません。 

・ ＦＡＸ又は郵送により提出する場合は、意見提出用紙（様式）を使用してくだ

さい。同様式の項目が記載されていれば、他の様式を用いての提出も可能です。 

・ 電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）、電子メール、ＦＡＸ及び郵送以外の方法に

よる御意見は受理できませんので、御了承ください。 

・ 御意見は、氏名、住所及び連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号及び電子メールアド

レス）を除き公開される可能性があることを御了承ください。 

・ 氏名や連絡先等については、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡や

確認に利用するためのものであり、これ以外の目的では利用いたしません。 

・ 御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、御了承ください。 


